
祝
日
の
燃
や
せ
る
ご
み
収
集

　
7
月
　
日
（
海
の
日
）
＝
収
集
し

16

ま
す
。

冗
市
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
課

緯
3
2
・
2
4
2
8

8
月
は
「
道
路
ふ
れ
あ
い
月
間
」、
8

月
　
日
は
「
道
の
日
」
で
す

10
　
こ
の
機
会
に
道
路
の
重
要
性
に
つ

い
て
、
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

冗
市
役
所
土
木
部
管
理
課

7
月
は
青
少
年
の
非
行
問
題
に
取
り

組
む
全
国
強
調
月
間
で
す

　
家
庭
や
地
域
の
中
で
、
子
ど
も
た

ち
を
取
り
巻
く
社
会
環
境
に
つ
い
て

見
つ
め
直
す
取
り
組
み
を
お
願
い
し

ま
す
。
青
少
年
の
非
行
防
止
・
環
境

浄
化
に
ご
協
力
を
。

冗
市
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課

7
月
は
「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」

強
調
月
間
で
す

　
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
は
、
犯

罪
の
防
止
と
罪
を
犯
し
た
人
た
ち
の

更
生
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
犯
罪

の
な
い
社
会
を
築
こ
う
と
す
る
全
国

的
な
運
動
で
す
。

冗
同
運
動
佐
世
保
地
区
実
施
委
員
会

緯
2
5
・
3
1
8
8

原
爆
投
下
の
日
に
黙
と
う
を

　
昭
和
　
年
8
月
6
日
8
時
　
分
広

20

15

島
市
、
8
月
9
日
　
時
2
分
長
崎
市

11

へ
の
原
爆
投
下
に
よ
る
犠
牲
者
の
ご

 冥
  福
 を
お
祈
り
す
る
た
め
、
投
下
時

め
い
 ふ
く

刻
に
サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら
し
ま
す
。
黙

と
う
に
ご
協
力
を
。

冗
市
役
所
地
域
振
興
課

夏
の
交
通
安
全
県
民
運
動

　
と
き
＝
7
月
　
～
　
日
　
ス
ロ
ー

10

19

ガ
ン
＝
油
断
せ
ず
　
い
つ
も
心
に
　

初
心
者
マ
ー
ク
　
運
動
の
重
点
＝
飲

酒
運
転
の
根
絶
、
高
齢
者
の
交
通
事

故
防
止
　
※
夕
暮
れ
時
に
お
け
る
早

め
点
灯
、
雨
天
・
曇
天
時
の
点
灯
に
ご

協
力
を
。

冗
市
役
所
交
通
安
全
対
策
課

国
民
年
金
の
免
除
申
請
を
お
忘
れ
な

く　
経
済
的
な
理
由
な
ど
で
保
険
料
の

納
付
が
困
難
な
人
に
は
、
将
来
、
年

金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
、
ま
た
不
慮
の
事
故
等
で
障
が
い

が
残
っ
た
際
に
、
障
害
基
礎
年
金
を

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、

申
請
に
よ
り
保
険
料
を
免
除
す
る
制

度
が
あ
り
ま
す
　
手
続
き
＝
社
会
保

険
事
務
所
、
市
役
所
戸
籍
住
民
課
、

各
支
所
、
各
行
政
セ
ン
タ
ー
で
　

冗
佐
世
保
社
会
保
険
事
務
所

緯
3
4
・
1
1
4
8

国
保
の
変
更
届
け
は
　
日
以
内
に

14

　
転
入
、
転
出
、
健
康
保
険
の
種
類

や
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
ら
、

世
帯
主
が
戸
籍
住
民
課
か
各
支
所
、

各
行
政
セ
ン
タ
ー
で
手
続
き
を
。
ほ

か
の
健
康
保
険
に
加
入
し
て
も
、
国

保
を
や
め
る
手
続
き
を
し
て
い
な
い

と
、
保
険
税
を
二
重
に
支
払
う
恐
れ

が
あ
り
ま
す
。
国
保
へ
の
加
入
手
続

き
が
遅
れ
る
と
、
最
高
3
年
前
ま
で

さ
か
の
ぼ
っ
て
国
保
税
を
納
め
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

冗
市
役
所
戸
籍
住
民
課

老
人
保
健
法
医
療
受
給
者
証
と
国
保

高
齢
受
給
者
証
の
負
担
割
合
を
変
更

　
8
月
に
老
人
保
健
法
医
療
受
給
者

証
と
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証

の
負
担
割
合
を
、
前
年
の
所
得
に
基

づ
き
変
更
し
ま
す
。
該
当
者
に
は
、

7
月
下
旬
に
新
し
い
受
給
者
証
を
送

付
し
ま
す
。
変
更
が
な
い
人
は
、
現

在
お
持
ち
の
受
給
者
証
を
引
き
続
き

ご
使
用
く
だ
さ
い
。

冗
市
役
所
戸
籍
住
民
課

16

市役所各課へは
代表番号
緯24-1111
からおつなぎします。

基
準
収
入
額
適
用
申
請
書
の
提
出
を

　
老
人
保
健
法
医
療
受
給
者
と
国
民

健
康
保
険
高
齢
受
給
者
で
、
8
月
以

降
に
負
担
割
合
が
3
割
に
該
当
す
る

人
へ
6
月
末
ま
で
に
申
請
書
を
送
付

し
て
い
ま
す
。
収
入
が
基
準
額
に
満

た
な
い
人
は
、
必
ず
期
限
内
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。　
　

冗
市
役
所
国
民
健
康
保
険
課

国
保
税
は
納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う

　
国
保
税
を
長
期
間
滞
納
す
る
と
保

険
証
の
有
効
期
間
が
短
く
な
る
場
合

や
、
診
療
費
を
一
時
的
に
全
額
（
　10

割
）
自
己
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

冗
市
役
所
国
民
健
康
保
険
課

7
月
は
固
定
資
産
税
、
国
民
健
康
保

険
税
第
2
期
分
の
納
付
月
で
す

　
納
め
忘
れ
が
な
く
、
便
利
な
口
座

振
替
や
納
税
組
合
の
ご
利
用
を
。

冗
市
役
所
納
税
課

7
月
は
下
水
道
受
益
者
負
担
金
の
納

付
月
で
す

　
受
益
者
負
担
金
は
、
下
水
道
敷
設

の
た
め
の
貴
重
な
財
源
で
す
。
該
当

者
は
、
期
限
内
に
最
寄
り
の
金
融
機

関
で
必
ず
納
入
し
て
く
だ
さ
い
。

冗
水
道
局
下
水
道
管
理
課

緯
2
4
・
1
1
5
1

夜
間
漏
水
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　
水
道
管
の
漏
水
調
査
は
、
わ
ず
か

な
漏
水
音
を
聞
き
取
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
た
め
、
車
両
の
通
行
量
や
水

道
の
使
用
が
1
日
で
最
も
少
な
い
深

夜
に
実
施
し
て
い
ま
す
。
お
騒
が
せ

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

冗
水
道
局
給
水
課

緯
2
4
・
1
1
5
1

国
道
　
号
で
配
水
管
敷
設
工
事
を
実

35

施
し
て
い
ま
す

　
市
役
所
前
か
ら
名
切
交
差
点
付
近

の
国
道
で
、
老
朽
化
し
た
配
水
管
を

新
し
い
も
の
に
替
え
る
工
事
を
夜
間

に
実
施
し
て
い
ま
す
。
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
　
期
間
＝
平
成
　
年
2

20

月
ま
で
　

冗
水
道
局
建
設
課

緯
2
4
・
1
1
5
1

未
納
の
水
道
料
金
な
ど
の
収
納
業
務

を
委
託

　
5
月
か
ら
、
督
促
状
の
納
期
限
を

過
ぎ
た
未
納
の
水
道
料
金
、
下
水
道

（
施
設
）
使
用
料
、
再
生
水
使
用
料
の

収
納
業
務
を
九
州
総
合
サ
ー
ビ
ス

（
株
）
に
委
託
し
ま
し
た
　
※
訪
問
す

る
係
員
は
、
会
社
の
制
服
を
着
用
し
、

水
道
局
発
行
の
顔
写
真
入
り
身
分
証

明
証
を
携
帯
し
て
い
ま
す
。

冗
水
道
局
営
業
課

緯
2
4
・
1
1
5
1

春
日
小
学
校
ナ
イ
タ
ー
利
用
を
休
止

し
ま
す

　
同
校
運
動
場
整
備
工
事
の
た
め
、

ナ
イ
タ
ー
利
用
を
休
止
し
ま
す
　
期

間
＝
7
月
　
日
～
9
月
　
日

21

30

冗
市
教
育
委
員
会
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

佐
世
保
市
史
編
さ
ん
資
料
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
シ
ス
テ
ム
の
ご
利
用
を

　
佐
世
保
市
史
編
さ
ん
で
使
用
し
た

資
料
を
、
図
書
館
2
階
・
郷
土
資
料
室

の
パ
ソ
コ
ン
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
　
利
用
時
間
＝
　
時
～
　
時
　
分

10

17

50

※
詳
し
く
は
お
尋
ね
を
。

冗
市
立
図
書
館

緯
2
2
・
5
6
1
8

業
務
を
委
託
（
平
成
　
年
度
）

19

　【
宇
久
地
域
ご
み
処
理
手
数
料
の

徴
収
と
収
納
】
宇
久
地
域
内
・
　
地
25

区
代
表
者
へ

さ
ま
ざ
ま
な
人
権
　
人
権
と
生
活
　
人
権
は
、
わ
た
し
た
ち
の
日
常
生
活
と
か
け
離
れ

て
い
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
普
段
何
気
な
く
過
ご
し
て
い
る
日
常
生
活
を
人
権
と
い

う
視
点
か
ら
見
直
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
に
配
慮
し
て
日
常
生
活
を
過
ご
す
こ
と
が
必
要

で
す
。
わ
た
し
た
ち
一
人
一
人
の
取
り
組
み
は
、
人
権
が
文
化
と
し
て
社
会
に
定
着
す
る

た
め
の
第
一
歩
と
な
る
こ
と
を
認
識
し
ま
し
ょ
う
。　
　
　
　
　
   冗
市
役
所
人
権
啓
発
課

人権
シリーズ

冗世知原行政センター　緯76-2211
　吉井行政センター　緯64-3111
　佐々町役場　緯62-2101

ルールとマナーを守って
佐々川の釣りなどを楽しみましょう！
勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝

　佐々川であゆ釣りなどをするときは、「承認証」が必
要です。
　承認証は、世知原・吉井各行政センター産業建設課、
佐々町役場産業経済課、佐々町内の釣具店で発行して
います。承認証の発行には、協力金（魚種によって異なり
ます）のお支払いをお願いしています。
　また、次の魚種には、採捕
期間が設定されていますので、
ご注意ください。
煙あゆ＝6月1日～12月31日
煙やまめ＝3月1日～10月31日

▲承認証
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